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1． 一般仕様 

１ .1 目的 

特定中性子線施設整備事業で建設された J-PARC、物質・生命科学実験施設（MLF）

は、中性子源施設とミュオン施設を含む施設である。中性子源では多数の機器が陽子ビー

ムや中性子の照射により放射化するため、機器のメンテナンスは遠隔操作で行うこととな

る。このため、MLF には遠隔操作用のエリアが設定されている。1F 放射化機器取扱室

（ホットセル）には放射化した機器の保守交換を行うための遠隔操作設備としてパワーマ

ニピュレータシステム（PM）を設置している。PM はホットセルの上部をクレーンと同様

に水平走行できる駆動部分と上下に移動するための昇降装置及び昇降装置下部に設置した

パワーマニピュレータより構成される。ITV システムはホットセル壁面、PM 走行部及び

本体、天井クレーンに設置されたカメラとホットセルと壁を隔てた第 1 マニピュレータ操

作室に設置されたカメラ映像を表示・操作する ITV 操作卓により構成される。また、

PM、ITV システム共に第 1 マニピュレータ操作室に受電・分電・制御機能をつかさどる制

御盤が設置されている。(図 1) 

     PM は、アーム先端にボルト用ツールやハンドを取り付けて使用する設計であり、ツー

ルは 4 種類（M20 ボルト用、M1２ボルト用、M20 ボルト用アングル型、ハンド）の 4 種

類がセル内ラックに設置してあり、遠隔操作で任意に交換して使用する。施設建設以降 20

年にわたって使用しているため、ツールについても故障等が確認されていることなどか

ら、各ツールをメンテナンスし、緩む頻度の多いボルトに対して、ゆるみの対策を施すこ

ととした。また、パワーマニピュレータ操作盤のモニタについて、大型化することで、操

作性を向上することとした。 

本仕様は、特定中性子線施設整備事業の安全の確保に向けた機器の高経年化対策の遂行

のために必要な PM のツールのメンテナンス及び操作盤モニタの大型化に必要となる設

計、機器調達、製作、動作確認試験等を含む一連の作業に関するものである。 
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１．２ 契約の範囲 

 本仕様書における契約の範囲は、以下の項目である。 

(1) 設計 

ツールメンテナンス及びボルトゆるみ対策、及び操作盤モニタの大型化に係る設計 

(部品更新に関する検討及びそれに伴う他システムとの取合検討含む) 

(2) 調達 

メンテナンスに必要となる部品、モニタの大型化に使用する機器等の調達 

(3) 製作 

モニタ及び周辺機器の製作 

(4) 工場試験検査 

製作したモニタ等に対する工場での試験検査 

(5) 現地作業 

ツールメンテナンス、モニタの大型化に係る現地据付作業(工程管理含む) 

(6) 現地試験検査 

作業後の現地試験検査 

(7) 提出書類作成 

第 1.4 項に示す書類の作成・提出 

 

 

１．３ 納入品目 

 納入品目は、以下の通りである。 

表 1 納入品目一覧 

No. 納入品目 員数 仕様 備考 

1 パワーマニピュレータ操作盤モニタ 1 面   

2 予備品及び付属品 1 式 
 納入品明細書に内容

を明記すること 
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1．４ 提出書類 

 提出書類は、以下の通りである。 

表 2 提出書類一覧表 

No. 図書名 提出期限 承認区分 提出部数 

1 全体工程表 契約後速やかに 確認要 3 部 

2 提出図書一覧表 契約後速やかに 確認要 3 部 

3 メンテナンス作業要領書 製作着手前 確認要 3 部 

4 操作盤モニタ外形図 製作着手前 確認要 3 部 

5 操作盤モニタ配線接続図 製作着手前 確認要 3 部 

6 ソフトウェア仕様書(改訂版) 製作着手前 確認要 3 部 

7 生産中止品リスト 納入時 ― 3 部 

8 波及的改造発生範囲図 納入時 ― 3 部 

9 工場試験検査成績書 試験検査完了後 ― 3 部 

10 納入品明細書 納入時 ― 3 部 

11 現地作業要領書 現地作業着手前 確認要 3 部 

12 現場代理人選任届 
現地作業開始 

1 週間前まで 
― 1 部 

13 安全管理及び連絡体制表 
現地作業開始 

1 週間前まで 
― 1 部 

14 作業員の資格を示す文書 
現地作業開始 

1 週間前まで 
― 1 部 

15 現地作業報告書 納入時 ― 3 部 

16 完成図書 納入時 ― 1 部 

17 打合せ議事録 打合わせの都度 － 3 部 

18 その他必要図書 随時 － 3 部 

19 
No.1～No.18 提出書類を記録し

た MO、CD-ROM 等の電子媒体 
納入時 ― 一式 

※1：提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を 

   満たしたもの 

 ※2：図書は日本語とする。但し、購入品のカタログ等が外国語記述の場合、日本語訳を併記

することでも良いものとする。 

 【提出場所】 

  日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 中性子源セクション 
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１．５ 納入場所及び納入条件 

(1) 納入場所 

茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4 

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 

J-PARC センター 物質・生命科学実験施設 第 1 マニピュレータ操作室 

(2) 納入条件 

据付調整後渡し 

 

１．６ 検収条件 

(1) 第 1.3 項に記載する員数・仕様を満たす機器の納入の完了 

(2) 第 7 章に記載する試験・検査の合格 

(3) 第 1.4 項に記載する提出書類の完納及び内容の確認 

以上をもって検収とする。 

 

１．７ 支給品及び貸与品 

 １．７．１ 支給品 

       現地での事務所・工事・試験検査等に使用する電気、水等 

 

 １．７．２ 貸与品 

    (1) 管理区域において使用する作業着、靴、ヘルメット、安全帯及びマスク等防護具等 

 数量) 一式 

 引渡場所) J-PARC センター 物質・生命科学実験施設 汚染検査室 

 引渡方法) 手渡し等 

 ※作業着等については、衛生管理上十分に配慮したものを貸与することとする 

 

(2) 事務所（待機場所） 

数量) 1 箇所（作業員が待機できるスペース） 

場所) J-PARC センター 物質・生命科学実験施設 もしくは 付属建屋 

方法) 原子力機構の担当者立会いのもと、貸与品の場所及び管理方法の確認を行う 

 

１．８ 納期 

 令和 9 年 2 月 26 日 
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１．９ 適用法規及び規格 

 適用法規及び規格は、以下の通りである。 

表 3 適用法規及び規格一覧表 

  

N0. 図書名 

1 日本産業規格(JIS) 

2 日本電機工業会標準規格(JEM) 

3 日本電気規格調査会標準規格(JEC) 

4 日本電線工業会規格(JCS) 

5 労働安全衛生法 

6 労働基準法 

7 大強度陽子加速器施設(J-PARC) 放射線障害予防規程及び細則 

8 J-PARC センター 電気工作物保安規定・同規則 

9 J-PARC センター 安全衛生管理規定 

10 J-PARC センター 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング

(TBM)実施要領 

11 その他、関係する諸法令、規格・基準 

 

１．１０ 業務に必要な資格等 

管理区域作業従事者登録を行ったものが現場での作業を行うこと。 

 

１．１１ 機密保持 

受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受

注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。このため、機密保

持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。 

 

１．１２ 安全管理 

(1)一般安全管理 

・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安

全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三

者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるもの

とする。 

・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

・受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。 

・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 

 ・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

 ・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものにつ

いては、転倒防止策等を施すこと。 
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１．１3 グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するも

のとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定め

る「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

１．１4 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ

た場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 

 

１．１5 その他 

(1)受注者は発注者と緊密な連絡を取りつつ製作を行うこと。 

(2) 受注者は、発注者から提示する検討資料、情報を本契約以外の目的で第三者に提供す

るときは、予め書面による許可を求め、発注者の承認を得なければならない。 

(3) 放射線による材料の変質に起因する故障は受注者の責としない。 

(4) 製品納入後､不具合により改造または部品交換を行った場合の保証期間は､改造または

部品交換を行った時点から再起算するものとする。 

(5) 発注者の要請により受注者は誠意を持ってアフターサービスを実施するものとする。 

(6)受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子

力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異

常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善す

るとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けるこ

と。 
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2． 設備概要 

天井走行型パワーマニピュレータ(PM)システムは、放射化機器取扱室(ホットセル)の天井部を

走横行する天井走行部(トランスポータ)、6 軸駆動ロボットアームであるパワーマニピュレータ

(アーム)並びに、パワーマニピュレータを昇降させる昇降機構(マスト)を用いて、ホットセル内で

放射化した機器等を遠隔で保守・交換する為の設備であり、前述のホットセル内に設置されてい

る装置本体部分及びホットセル外の第 1 マニピュレータ操作室に設置されている制御装置(制御

盤)で構成されている。表 4 に天井走行型パワーマニピュレータ(PM)システムの主な構成と本仕

様にて取り扱う範囲を示す。 

 

表 4 天井走行型パワーマニピュレータ(PM)システム構成及び本仕様における対応範囲 

機器名称 員数 対応 

1. 天井走行型パワーマニピュレータ(PM)システム － － 

  a. 天井走行部(トランスポータ) 1 式 － 

   b. パワーマニピュレータ 1 台 － 

  c. ツール － － 

    c-1. M12 六角ボルト締緩用ツール 1 台 メンテナンス 

   c-2. M20 六角ボルト締緩用ツール 1 台 メンテナンス 

   c-3. M20 六角ボルト締緩用(アングル型)ツール 1 台 メンテナンス 

c-4. ハンドツール 1 台 メンテナンス 

  d. ツールスタンド 1 式 － 

  e. 補助ホイスト 1 台 － 

  f. 走行レール(含む、走行ケーブル処理レール) 1 式 － 

   g. 給電、制御、信号用ケーブル(電線管等含む) 1 式 － 

   h. 貫通プラグ 1 式 － 

i. 貫通プラグ用中継箱(セル内外) 1 式 － 

j. ケーブル据付作業用取合端子箱(TBX) 1 式 － 

k. 走行台車メンテナンス用架台 1 式 － 

l. 横行台車メンテナンス用架台 1 式 － 

m. マニピュレータメンテナンス用架台 1 式 － 

n. マニピュレータ制御盤(分割可搬式) 1 式 － 

o. マニピュレータ操作盤(可搬式操作盤) 1 面 モニタ大型化 

p. マニピュレータ付属カメラ 1 式 － 

2. 全体監視システム － － 

  a. 全体監視システム用計算機及びソフト(卓を含む) 1 式 － 

   b. マスタマニピュレータ(シミュレーション用) 1 台 － 

   c. 機器情報伝送用ネットワーク 1 式 － 

3. 移動経路生成システム － － 

  a. 移動経路生成システム用計算機及びソフト(卓を含む) 1 式 － 

   b. 機器情報伝送用ネットワーク 1 式 － 

4. 遠隔作業支援用カメラシステム － － 

   a. 遠隔操作型カメラ 9 台 － 
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   b. ITV 制御盤 1 面 － 

   c. ITV 全体操作卓 1 面 － 

   d. ITV 現場操作卓 3 面 － 

   e. 50 インチ大型モニタ 1 面 － 

  f. カメラ情報伝送用ネットワーク 1 式 － 

5. その他 － － 

  a. インセルクレーンカメラ用ケーブルベア 1 式 － 

  b. 水銀補修ツール(R＆D プロトタイプ機) 1 台 － 

   c. セル内保守点検用梯子、手摺、歩廊 1 式 － 

 

 

3． 実施項目 

ツール 4 種（M20、M12、M20 アングル、ハンド）及びツール予備機（M20）のメンテ

ナンス（分解点検、消耗部品の交換、グリースアップ、ボルト部ゆるみ対応処置、等）を実

施し、実施後動作確認試験を行うこと。 

マニピュレータ操作盤へ、15 インチのタッチパネル式モニタを追加設置する。 

尚、製作着手に際しては、必要十分な確認図書を原子力機構へ提出の上、確認返却を受け

たうえで実施すること。 

 

4． ツールメンテナンス作業 

４．１ 実施項目 

   ボルトツールについて以下の項目を実施する。 

   (1) 分解、組立 

   (2) 部品の異常の有無の確認、消耗部品の交換 

(3) 駆動部等へのグリースアップ 

      (4) ボルト等へのゆるみ防止処置 

   

４．２ 作業場所 

 作業場所については、第 1 マニピュレータ操作室とし、十分な養生等を施して作業を実施す

ること。 

 

４．３ 作業留意事項 

・ 養生資材などの資材および作業用の工具等については受注者側で用意して，現地に持ち込  

み作業を行うこと。また，持ち込んだ資材，工具等については，汚染検査により汚染のない

ことを確認したのち管理区域より持ち出しを行うこと。 

・ 作業場所に関しては，被ばくのおそれがあるエリアとなるため，十分な準備をして作業を行

うこと。 

・ 作業エリア用の靴，つなぎ，ヘルメット，安全帯及びマスク等防護具については，発注者側

で用意したものを使用すること。 
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・ 作業期間は施設の停止期間(2026年10月～11月)に行うものとし，具体的な実施工程について

は発注者側と協議の上決定すること。12月以降はJ-PARC運転期間となるため，作業の遅れが

生じないよう留意すること。 

・ 部品交換を行う場合には，交換後の機器が既存の天井走行型パワーマニピュレータシステム

に適合し，現在使用している機器と同等の性能を満足すること。 

・ ツールは発注者にて取外しおよびセル外への搬出を行い、受注者にてメンテナンスを実施す

る。その後、発注者にてセル内への搬入および取付けを行うこととする。 

 

5． マニピュレータ操作盤モニタ仕様 

   以下の仕様のモニタを追加設置すること。 

品 名      ：タッチパネル式モニタ 

数 量      ：1台 

サイズ      ：15インチ 

 

・既存の操作卓タッチパネル(7 インチ)は現状のままとし、外付け用としてタッチパネル(15 イ

ンチ)を今回新たに追加設置すること。 

・タッチパネルは本体機器から画面を出力しタッチパネルで操作できるものとし、自立式のス

タンドにより自立させる仕様とすること。 

・既存と同様のソフトをセットアップすること。 

・必要に応じ、マニピュレータ制御盤との調整を図ること。 

・詳細な機器仕様については、調達着手前に原子力機構担当者の確認を得ること。 

                   

6． 搬入・据付 

６．１ 搬入の条件 

 ６．１．１ 梱包 

各機器の輸送及び保管に当たり、発錆、汚損並びに破損の無いよう適切に梱包すること。 

 

  ６．１．２ 輸送 

受注者は、製作物品を据付場所或いは一時保管場所まで適切に輸送すること。 

 

６．２ 据付の手順 

   ６．２．１ 実施工程計画 

受注者は、納期等を鑑みた目標工程に基づき、実施作業の詳細な工程表を作成し、発注者

の承認を得て、これを実行すること。具体的な実施工程については発注者側と協議の上決

定すること。実施工程については実施期間の1週間前までに工程表を提出し、発注者側の了

解を得ること。 

 

６．２．２ 工程管理 

(1) 発注者側が必要とする予定表及び実績等の資料を発注者に提出すること。 

(2) 発注者は、他設備との調整が必要となりそうな場合、積極的に発注者へ条件等を提示し、

上記工程に支障をきたさぬよう努めること。 
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(3) 受注者の責任において、主要工程に影響を及ぼすと考えられる場合、または工程を変更

せざるを得ないと考えられる事象が生じた場合には、直ちに発注者に連絡し、協議の上、

速やかに必要な対策を講じることとする。また、受注者は、如何なる理由においても工

程に遅延が生じた場合、生じることが予見される場合は、速やかに発注者に連絡し、指

示を得ること。 

 

６．３ 据付作業の実施 

  ６．３．１ 作業の実施 

(1) 作業は、別途定められた工程に基づいて進めるが、受注者は、万全な事前準備を行い、

発注者から開始の指示を受けた後、直ちに着手すること。 

(2) 受注者は、作業要領書を発注者に提出し、万全な事前準備を行い、安全、円滑に行うこ

と。 

(3) 受注者は、作業を実際に行う業者との発注体系を、事前に発注者に連絡すること。 

(4) 受注者は、実際に作業を行う業者に対し、作業内容を十分に理解させること。 

(5) 搬入、据付作業で必要な治具類は、受注者が準備すること。 

 

  ６．３．２ 仕様変更及び確認 

    特に発注者から要求されない限り、据付作業は本仕様書にしたがって実施されることを

原則とするが、工法、工程等で他に有利な点がある場合には、発注仕様書と異なる部分

を明示した書類を提出し、発注者の確認を得ること。 

   

  ６．３．３ 作業の変更 

    受注者は、発注者の確認を得た場合を除き、作業のいかなる部分も変更してはならない。 

   

  ６．３．４ 産業廃棄物の処理 

据付作業の実施に伴い発生する梱包材、ハツリガラ並びに鋼材等の産業廃棄物は、法令

に従い受注者が適切に処分する。また、受注者はマニフェスト制度に則り、適正に処理

したことが確認できるよう、マニフェスト伝票を提出すること。また、受注者の詰所等

から発生するゴミ、空き缶等についても受注者が処分すること。 

 

  ６．３．５ 指導 

(1) 発注者が必要と認めたときは、発注者に対して据付の工法、品質、工程の管理並びに

設備改善について指示または指導を与えることができる。 

(2) 受注者は、前項による発注者の指示または指導に従わなければならない。 

 

  ６．３．６ 打合せ 

(1) 打合せをした場合、受注者は直ちに議事録を作成し、発注者、受注者双方の責任者の

署名または押印をし、原紙は発注者が保管する。 

 

(2) 受注者は、発注者からの質問事項に対して速やかに回答すること。回答は文書によ

ることを原則とし、急を要する場合については、予め口頭で了承を得て、後日(7日以
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内を原則とする)正式に提出し、承認を得ること。 

 (3) 文書の提出がない場合には、発注者の解釈を優先する。 

 

  ６．３．７ 記録及び報告 

   (1)下記の事項について、発注者の指示する様式に従って提出すること。 

① 月間、週間据付作業工程表 

② 成果表(進捗予定、進捗実績) 

③ 据付作業日報(翌朝提出)、作業予定表(前日提出) 

④ 据付に関する測定及び写真記録(写真については随時撮影して記録すること) 

⑤ 事故報告(事故発生の場合には、直ちに発注者に口頭で報告した後、遅滞なく詳

細を文書で報告のこと) 

⑥ その他重要な事項 

(2)下記の事項を口頭で報告のこと 

① その他重要な事項 

② 翌日の作業予定、施工方法及び順序 

③ 数日後に施工する作業で担当準備を要するもの及び作業 

④ 作業人員の増減 

⑤ 書類で届け出る事項のうち、緊急を要するもの 

(3)発注者が必要と認めた場合は、受注者に対して据付作業内容、据付物量及        

び工数等の実績値を資料で説明するよう要求することができる。その場合、受注者は

発注者に対し、速やかに要求された資料を提示すること。 

 

６．４ 品質管理及び作業管理 

(1) 品質向上のため、作業にあたっては作業員の教育に努めるとともに、資格、免許等を

要する作業に対しては無資格、無免許の人間が作業を行わないように管理を徹底する

こと。 

(2) 作業手順を詳細に記載した作業手順書等を作成し、作業者教育を行い、質の向上に努

めること。 

(3) 全ての作業内容を記録・保管し、発注者が要求する場合には速やかに提示できるよう

に管理すること、この場合、作業記録は受注者側責任部署で作成し、受注者職制の確

認後、発注者の確認を受けること。また、これらの資料は、原則として発注者に随時

提出すること。 

 

６．５ 据付作業用図書の取扱い 

 ６．５．１ 図書管理及び仕様書 

(1) 受注者は、発注者の貸与する図面、仕様書などは厳重に取り扱うこと。 

(2) 図面、仕様書などの貸し出しについては、発注者の運用基準に従うこと。 

(3) 据付作業着手にあたっては、図面の改訂などの確認を行うこと。 

(4) 据付作業完了後、貸与を受けた図面、仕様書類は速やかに発注者に返却すること。 

 

  ６．５．２ 図面などの疑義の解決 

(1) 図面、仕様書、その他発注者の与えた指示について、不明点及び疑義がある場合に
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は、発注者に申し出て、発注者の指示によること。 

(2) 発注者と受注者の間で予期せぬ未知の事項についての不具合が発生した場合におい

ては、別途協議すること。 

 

６．６ その他特記事項 

    現地据付作業を行う第1マニピュレータ操作室は第1種管理区域であるため、以下の点に

注意して作業を行うこと。 

(1) 放射線作業従事者登録をした者が作業を行うこと。バッジ申請を行いJ-PARCにお

ける作業教育を受け、バッジを取得して作業を行うこと。 

(2) 養生資材などの資材および作業用の工具等については受注者側で用意し、現地に

持ち込み作業を行うこと。また、持ち込んだ資材、工具等については、汚染検査

により汚染のないことを確認した後、管理区域より持ち出しを行うこと。 

 

7． 試験・検査 

 納入品に関する試験・検査は、受注者工場にて実施する「工場試験検査」及び現地据付

後に実施する「現地試験検査」とし、以下の項目及び判定基準を有するものとすること。 

 尚、これらの試験・検査を実施するに際して、事前に試験検査要領書を作成、提出の

上、原子力機構の承認を得るものとする。 

 

 

 ７．１ 工場試験検査 

以下の試験検査を製作工場にて行い、機能動作に支障無いことを確認する。 

(1) 外観検査 

構成品の外観に有害な欠陥の無いことを確認する。 

(2) 員数検査 

構成品の員数が外形図通りであることを確認する。 

(3) 型式検査 

設計図書に記載の型式と相違ないことを確認する。 

(4) コンペアチェック(操作盤モニタ) 

既設のソフトが正常にセットアップされていることを確認する。 

 

 ７．２ 現地試験検査 

     現地据付後に、以下の試験検査を行い、機能動作に支障無いことを確認する。 

     詳細は「現地試験検査要領書(現地作業要領書に含む)」を提出のこと。 

(1) 外観検査 

構成品の外観に有害な欠陥の無いことを確認する。 

(2) 員数検査 

構成品の員数が外形図通りであることを確認する。 

(3) 型式検査 

設計図書に記載の型式と相違ないことを確認する。 

(4) コンペアチェック 
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既設のソフトが正常にセットアップされていることを確認する。 

(5) 性能動作試験 

① メンテナンス後のツールの動作が支障なく可能なことを確認する。 

② 追加したモニタにより既定の操作及び監視が実施できることを確認する。 

      ※詳細は検査要領書を定める際に協議とする。 

 

 ７．３ 立会区分 

     納入品に対する工場試験検査及び現地試験検査の立会区分は、以下の通りとする。 

表 5 検査立会区分 

検査項目 
立会区分 

受注者 原子力機構 

工場試験検査 

(1) 外観検査 〇 △ 

(2) 員数検査 〇 △ 

(3) 型式検査 〇 △ 

(4) コンペアチェック 〇 △ 

現地試験検査 

(1) 外観検査 〇 〇 

(2) 員数検査 〇 〇 

(3) 型式検査 〇 〇 

(4) コンペアチェック 〇 〇 

(5) 性能動作試験 〇 〇 

【凡例】 

 〇：受注者の場合・・・実施 

   原子力機構の場合・・・立会 

 △：記録確認 

 

8． 特記事項 

８．１ 一般責任事項 

    納入品の製作に関わる設計、製作、据付等は、全ての工程において十分な品質管理を行

うこととする。 

８．２ 安全対策 

     (1) 作業内容及び安全作業については、事前に発注者と綿密な打合わせを行い、作業の

安全確保に万全を期すること。 

   (2) 安全管理体制及び連絡体制を整え、これらを記述した文書を提出すること。 

 

８．３ 確認事項 

    (1) 製作着手は、原則として確認図書が返却された後に行うものとする。 

    (2) 受注者の変更申し出がないまま、その変更が織り込まれた確認用図書を提出した場

合には、これが確認されても変更点の確認を意味するものではなく、発注仕様書が
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優先するものとする。 

    (3) 仕様の変更及び確認 

      ① 受注者が仕様書の内容を変更した場合、又は内容を変更したほうが良いと考える

場合には、その理由と変更の内容を確認用図書又は文書にて申し出ること。変更

を確認した場合、発注者は仕様書の変更手配を行なうものとする。変更手配は変

更部分を記載した変更仕様書又は確認図によるものとする。 

    ② 受注者は機器の使用目的及び仕様を、仕様書に基づき完全に正しく理解しなけ

ればならないものとする。したがって、万一仕様書の解釈に疑義があるときは、

速やかに申し出て製作着手前にこれを明らかにしておかねばならないものとす

る。この手続きを怠ったために生じた一切の不都合は受注者の責任とし、無償で

交換するか又は改造するものとする。 

     ③ 機器の設計製作に関し、仕様書の内容に不備がある場合には、受注者は直ちに

その旨を申し出なければならない。それを怠り受注者が独自の判断で仕様を決定

して製作したために起きた不都合は受注者の責任とし、無償で交換するか又は改

造するものとする。 

 

８．４ 責任の原則 

(1) 事前調査等で、既存の設備との干渉等が明らかとなった場合、その設備の処置に

ついては、発注者と協議し、その対策を講ずるものとする。 

(2) 発注機器の据付作業開始後における、他設備との干渉による追加的な措置につ

いては、受注者の責任において対処し、発生する追加的な予算措置は、受注者で

負担するものとする。 

 

８．５ 製作上考慮すべき事項 

    (1) 清浄度の維持 

      製作時の油、塵、切り粉、溶接屑、グラインダ等は除去し、清浄度の維持に努め

ること。 

 

８．６ 保証及びアフターサービス 

(1)  保証期間は検収後 1 年とする。保証期間内に受注者の責任と認められる故障または欠

陥が生じた場合は、速やかに当該部の補修または新品との交換を行うこと。 

(2) 放射線による材料の変質に起因する故障は受注者の責としない。 

 

(3)  製品納入後、不具合により改造または部品交換を行った場合の保証期間は、改造または

部品交換を行った時点から再起算するものとする。 

(4) 保証期間完了後であっても、発注者の要請により受注者は誠意を持ってアフターサー

ビスを実施するものである。 

 

 

８．７ その他 

 (1)  受注者は、発注者と緊密な連絡を取りつつ作業を行うこと 
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 (2) 受注者は、発注者から提示する検討資料、情報を本契約以外の目的で第三者に提供す

るときは、予め書面による許可を求め、発注者の承認を得なければならない。 

 (3)  本仕様に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、発注者が指示するものとする。 

  (4)  発注者側の試験計画等に対して誠意を持って対応すること。 

  (5)   受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子

力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異

常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善す

るとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けるこ

と。 
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図 1 天井走行型パワーマニピュレータシステム全体構成図 
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ツール 4 種（セル内設置状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール予備機（M20 ボルト） 
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M12ボルト M20ボルト 

M20 ボルト 

アングル型 
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パワーマニピュレータ操作盤モニタ 


